
議案第９９号 

 

京丹後市税条例等の一部改正について 

 

 京丹後市税条例等の一部を改正する条例を別記のように定める。 

 

  令和３年９月２日提出  

 

京丹後市長 中 山  泰  

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 減免申請における納税者の利便性向上の観点から市税等及び介護保険料の減免申請期限並びに軽自動車税の納期について所要の

改正を行うものである。  
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（別記） 

   京丹後市税条例等の一部を改正する条例 

 （京丹後市税条例の一部改正） 

第１条 京丹後市税条例（平成１６年京丹後市条例第８０号）の一部を次のように改正する。 

第５１条第２項及び第７１条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。 

第８３条第２項中「４月１１日から同月３０日」を「５月１日から同月３１日」に改める。 

第８９条第２項、第９０条第２項及び第３項並びに第１３９条の３第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。 

 （京丹後市国民健康保険税条例の一部改正） 

第２条 京丹後市国民健康保険税条例（平成１６年京丹後市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

 第２５条第３項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。 

 （京丹後市介護保険条例の一部改正） 

第３条 京丹後市介護保険条例（平成１６年京丹後市条例第１４３号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に、「支払に係る月の前前月の１５日」を「支払日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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京丹後市税条例(平成16年京丹後市条例第80号)新旧対照表【第1条関係】 

現行 改正案 

京丹後市税条例 京丹後市税条例 

平成16年4月1日 平成16年4月1日 

条例第80号 条例第80号 

第1条～第50条（略） 第1条～第50条 （略） 

(市民税の減免) (市民税の減免) 

第51条 （略） 第51条 （略） 

2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日

までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由

を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、災

害その他やむを得ない事由により、その日までに申請することが著し

く困難であると認められるときは、この限りでない。 

2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限  

までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由

を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、災

害その他やむを得ない事由により、その日までに申請することが著しく

困難であると認められるときは、この限りでない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

3 （略） 3 （略） 

第52条～第70条 （略） 第52条～第70条 （略） 

(固定資産税の減免) (固定資産税の減免) 

第71条 （略） 第71条 （略） 

2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限

前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。ただし、災害その他やむを得ない事由により、その日までに申請す

ることが著しく困難であると認められるときは、この限りでない。 

2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限   

   までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

ただし、災害その他やむを得ない事由により、その日までに申請するこ

とが著しく困難であると認められるときは、この限りでない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

3 （略） 3 （略） 

第72条～第82条 （略） 第72条～第82条 （略） 

(種別割の賦課期日及び納期) (種別割の賦課期日及び納期) 

第83条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。 第83条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。 
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現行 改正案 

2 種別割の納期は、4月11日から同月30日までとする。 2 種別割の納期は、5月1日から同月31日 までとする。 

第84条～第88条 （略） 第84条～第88条 （略） 

(種別割の減免) (種別割の減免) 

第89条 （略） 第89条 （略） 

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限前7日

までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各

号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する

書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。ただし、災害そ

の他やむを得ない事由により、その日までに申請することが著しく困難

であると認められるときは、この限りでない。 

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限 

までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各

号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する

書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。ただし、災害そ

の他やむを得ない事由により、その日までに申請することが著しく困難

であると認められるときは、この限りでない。 

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略） 

3 （略） 3 （略） 

(身体障害者等に対する種別割の減免) (身体障害者等に対する種別割の減免) 

第90条 （略） 第90条 （略） 

2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期

限前7日までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283

号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護

法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受

けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、

戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、

厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳(以下この項

において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神

障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」

という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により

交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは

身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常

時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」とい

う。)を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を

必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。

2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期

限     までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283

号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護

法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受

けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、

戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、

厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳(以下この項

において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神

障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」

という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により

交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは

身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常

時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」とい

う。)を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を

必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。
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現行 改正案 

ただし、災害その他やむを得ない事由により、その日までに申請するこ

とが著しく困難であると認められるときは、この限りでない。 

ただし、災害その他やむを得ない事由により、その日までに申請するこ

とが著しく困難であると認められるときは、この限りでない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

3 第1項第2号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期

限前7日までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、当該

軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該

書類の提出)をするとともに、前条第2項各号に掲げる事項を記載した

申請書を提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない

事由により、その日までに申請することが著しく困難であると認めら

れるときは、この限りでない。 

3 第1項第2号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期

限 までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、当該

軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該

書類の提出)をするとともに、前条第2項各号に掲げる事項を記載した

申請書を提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない

事由により、その日までに申請することが著しく困難であると認めら

れるときは、この限りでない。 

4 （略） 4 （略） 

第91条～第139条の2 （略） 第91条～第139条の2 （略） 

(特別土地保有税の減免) (特別土地保有税の減免) 

第139条の3 （略） 第139条の3 （略） 

2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納

期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。ただし、災害その他やむを得ない事由により、その日までに申請

することが著しく困難であると認められるときは、この限りでない。 

2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納

期限     までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。ただし、災害その他やむを得ない事由により、その日までに申請

することが著しく困難であると認められるときは、この限りでない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

3 （略） 3 （略） 

第140条～第151条 （略） 第140条～第151条 （略） 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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京丹後市国民健康保険税条例(平成16年京丹後市条例第86号)新旧対照表【第2条関係】 

現行 改正案 

京丹後市国民健康保険税条例 京丹後市国民健康保険税条例 

平成16年4月1日 平成16年4月1日 

条例第86号 条例第86号 

第1条～第24条の2 （略） 第1条～第24条の2 （略） 

(国民健康保険税の減免) (国民健康保険税の減免) 

第25条 （略） 第25条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、

納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けよ

うとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。ただし、災害その他やむを得ない事由により、その日までに申請

することが著しく困難であると認められるときは、この限りでない。 

3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、

納期限  までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けよ

うとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならな

い。ただし、災害その他やむを得ない事由により、その日までに申請

することが著しく困難であると認められるときは、この限りでない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

4 （略） 4 （略） 

第26条～第27条 （略） 第26条～第27条 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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京丹後市介護保険条例(平成16年京丹後市条例第143号)新旧対照表【第3条関係】 

現行 改正案 

京丹後市介護保険条例 京丹後市介護保険条例 

平成16年4月1日 平成16年4月1日 

条例第143号 条例第143号 

第1条～第10条 （略） 第1条～第10条 （略） 

(保険料の減免) (保険料の減免) 

第11条 （略） 第11条 （略） 

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方

法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特

別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対

象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を

記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付し

て、市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない

事由により、その日までに申請することが著しく困難であると認めら

れるときは、この限りでない。 

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方

法により保険料を徴収されている者については納期限     までに、特

別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対

象年金給付の支払日                    までに、次に掲げる事項を

記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付し

て、市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない

事由により、その日までに申請することが著しく困難であると認めら

れるときは、この限りでない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

3 （略） 3 （略） 

第12条～第18条 （略） 第12条～第18条 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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年 月

（パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。）

　≪財源措置の状況≫ （単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入） (単位：千円)

○その他の計画(該当する場合のみ)

【議会基本条例第8条第1項関係】

議案の
件　名

議案第99号
京丹後市税条例等の一部を改正する条例

政策等
の区分

計画　・　事業　・　条例

その他（　 　　　　　　）
政策等の形成過程の説明資料

令和 3 9  定 例 会

　市税等の減免について、納税通知書等の発送時期の関係上、減免申請期限
までが短期間となっているものがある中、郵便法の改正により令和3年10
月以降、郵便物の配達日数が変更となり、減免申請期限までの日数が更に短
くなることから、減免申請期限の変更を行う必要がある。
　また、軽自動車税（種別割）については、納期限までの日数が更に短くな
ることから、併せて納期の変更を行う必要がある。

　市税等の減免申請期限及び軽自動車税（種別割）の納期を変更するこ
とにより、納税者等の利便性の向上が図られる。

　≪政策等の概要≫ 　≪市民参加の状況≫

　市税等の減免申請期限及び納期が短期間となる場合があることから、次の
とおり見直しを行うものである。
①市税等の減免申請期限
　・対象…市税（市民税、固定資産税、軽自動車税（種別割）、特別土地
　　　　　保有税）、国民健康保険税、介護保険料
　・期限…「納期限前７日」を「納期限」へ変更
　　　　　介護保険料の特別徴収分は、「支払に係る月の前前月の１５日」
　　　　　を「支払日」へ変更
②軽自動車税（種別割）の納期
　「4月11日から4月30日」を「5月1日から5月31日」へ変更

有　・　無

総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源

　公布の日から施行する。 計画期間

担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称）

市民環境部

計画名称

税務課 有・無

　R3.8.5　例規審査委員会 総合計画
計画項目

　≪政策等の実施時期≫ 策定年度

　≪提案に至るまでの経緯≫ 　≪総合計画等の整合≫

30
行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運
営）

　≪政策等の必要性≫ 　≪将来にわたる効果及び経費の状況≫
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京丹後市税条例等の一部改正について 議案第99号 参考資料

１．配達日について（⑥ ⑨）
→現状に比べ、最大３日遅れとなる。

２．減免申請期間について（⑦ ⑩）
→現状でも短期間であるが、更に短期間となる。

３．納付期間について（⑧ ⑪）
→現状でも短期間であるが、更に短期間となる。

郵便法の改正による影響

（改正内容）

●令和３年１０月から普通郵便の配達について、翌日配達及び土曜日配達を休止。

○市税、国保税、介護保険料について
→④減免申請期限を「納期限前７日」から「納期限」に改正する。

※介護保険料の特別徴収分は「年金の支払日」へ改正。

○軽自動車税（種別割）について
→⑤納期限「4月30日」を「5月31日」に改正する。

＜影響＞ ＜対応＞

◎令和３年度 軽自動車税（種別割）の場合

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

● ● ●

× ● × × ● ●

4月

⑤
納
期
限

③
納
税
通
知
書
発
送

①
賦
課
期
日

④
減
免
申
請
期
限

⑥ 配達日

上段：改正前

下段：改正後

② データ作成、納税通知書・納付書印刷封入

⑦ 減免申請期間（5日）

⑧ 納付期間（12日）

⑨ 配達日 ⑩ 減免申請期間（3日）

⑪ 納付期間（10日）
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